
妊婦歯周病検診のお知らせ

妊娠中は、女性ホルモンの増加などによるホルモンバランスの変化やつわりによる嗜

好の変化・歯磨き不足などが原因で、歯肉の腫れや出血が起きやすく、むし歯や歯周病の

リスクが高くなります。歯周病等が重症化すると、早産や低出生体重児の出産頻度が高ま

るとも言われています。歯周病検診を受けて安心して出産を迎えましょう。

１．対象者 出産予定日が令和７年９月１日以降の方で、美馬市に住民票のある方

（転入妊婦の場合は、歯周病検診を受けていない方）

２．期間及び回数 受診票発行日から出産日の前日までに 1回

※ つわりなどがおさまり、体調が安定した妊娠中期が

おすすめです

３．費 用 無料 （検診後、治療行為が行われる場合は自己負担が必要になります）

４．検診場所 下記の歯科医院

※ 受診する前に歯科医院へご連絡ください

５．持参物 ①歯周病検診受診票

②母子健康手帳

③健康保険証・マイナンバーカード等住所が

確認できるもの

６．その他 美馬市以外へ転出した場合は、歯周病検診受診票は使用できません

※ 検診日において美馬市に住民票がない場合は、検診費用を負担して

いただきますので、御注意ください

＜問合せ先＞

美馬市こども家庭センター（子どもすこやか課内）電話：０８８３－５２－２３３３

-----------------------------------------------------------------------------------

＜妊婦歯周病検診が受けられる歯科医院＞


